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日
本
国
憲
法
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て

　

―
押
し
つ
け
憲
法
論
の
ま
や
か
し
―吉

田
栄
司

は
じ
め
に

現
憲
法
は
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
占
領
下
に
押
し
つ

け
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
自
主
憲
法
の
制
定
が
必
要
で

あ
り
、
自
衛
軍
の
保
持
が
必
要
で
あ
る
、
と
安
倍
首

相
は
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
押
し
つ
け
憲
法
論

が
９
割
９
分
ま
や
か
し
で
あ
る
こ
と
は
、
現
憲
法
の

成
り
立
ち
を
つ
ぶ
さ
に
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
な
る
。
そ
の
確
認
作
業
の
前
に
、
現
憲
法
制
定
が

敗
戦
の
結
果
だ
と
い
う
こ
と
も
押
さ
え
直
し
た
い
。

日
本
国
憲
法
制
定
の
前
提
状
況

明
治
期
の
半
ば
１
８
８
９
年
２
月
11
日
す
な
わ
ち

記
紀
を
根
拠
に
帝
国
の
紀
元
節
と
さ
れ
た
日
に
、
明

治
天
皇
の
発
布
に
よ
っ
て
成
立
し
た
大
日
本
帝
国
憲

法
は
、
天
皇
が
帝
国
の
「
統
治
権
」「
総
攬
」
者
で

あ
り
、
帝
国
議
会
が
天
皇
の
立
法
権
に
「
協
賛
」
し
、

国
務
各
大
臣
が
天
皇
の
大
権
行
使
を
「
輔
弼
」
し
、

そ
の
陸
海
軍
「
統
帥
」
権
を
独
立
さ
せ
、
裁
判
所
が

司
法
権
を
「
天
皇
の
名
に
於
い
て
」
行
使
す
る
と
定

め
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
外
見
的
立
憲
主
義
の
採
用
で

あ
る
。

こ
の
憲
法
の
下
、
帝
国
は
１
８
９
４
年
の
日
清

戦
争
か
ら
日
露
戦
争
さ
ら
に
韓
国
併
合
や
シ
ベ
リ

ア
出
兵
を
重
ね
、
１
９
３
１
年
の
満
州
事
変
か
ら

１
９
４
１
年
の
真
珠
湾
攻
撃
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
大

東
亜
戦
争
」
に
い
た
る
戦
争
に
次
ぐ
戦
争
の
歴
史
を

刻
ん
だ
と
い
う
事
実
を
、
ま
ず
は
確
認
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、こ
の
「
大
東
亜
戦
争
」
が
、「
枢
軸
国
」

と
し
て
の
帝
国
の
自
衛
の
た
め
に
、
そ
し
て
大
東
亜

共
栄
す
な
わ
ち
全
ア
ジ
ア
の
繁
栄
の
た
め
に
、「
連

合
国
」
に
敵
対
し
た
「
聖
戦
」
で
あ
っ
た
か
否
か
の

評
価
を
別
と
し
て
、
日
本
で
２
百
万
人
以
上
、
ア
ジ

ア
で
２
千
万
人
以
上
の
死
者
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う

事
実
も
確
認
し
直
す
べ
き
で
あ
る
。

１
９
４
５
年
８
月
、
昭
和
天
皇
は
「
朕
ハ
帝
國
政

府
ヲ
シ
テ
米
英
支
蘇
四
國
ニ
對
シ
其
ノ
共
同
宣
言
ヲ

受
諾
ス
ル
旨
通
告
セ
シ
メ
タ
リ
」
と
の
詔
書
を
発
し
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
す
な
わ
ち
「
日
本
國
ノ
降
伏
條
件
ヲ

定
メ
タ
ル
宣
言
」
を
受
諾
し
て
「
大
東
亜
戦
争
」
は

終
結
し
た
。
８
月
末
に
連
合
国
最
高
司
令
官
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
以
下
が
進
駐
し
、
９
月
に
入
っ
て
東
京
湾

の
米
戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
号
上
に
て
上
記
米
英
支
蘇
の
み

な
ら
ず
仏
蘭
加
豪
乳
の
代
表
も
加
わ
る
降
伏
文
書
調

印
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
13
項
目
に
亘
る
ポ
宣
言
は
、

９
項
で
「
軍
隊
ハ
完
全
ニ
武
装
ヲ
解
除
セ
ラ
レ
」
る

べ
き
こ
と
、
10
項
で
「
民
主
主
義
的
傾
向
ノ
復
活
強

化
ニ
對
ス
ル
一
切
ノ
障
礙
ヲ
除
去
」
し
、「
基
本
的
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人
権
ノ
尊
重
ハ
確
立
セ
ラ
ル
」
る
べ
き
こ
と
、
12
項

で
「
國
民
ノ
自
由
ニ
表
明
セ
ル
意
思
ニ
從
ヒ
平
和
的

傾
向
ヲ
有
シ
且
責
任
ア
ル
政
府
ガ
樹
立
セ
ラ
ル
」
べ

き
こ
と
等
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
Ｇ
Ｈ

Ｑ
は
10
月
以
降
、
女
性
参
政
の
実
現
、
労
働
組
合
の

奨
励
、
教
育
制
度
の
改
革
、
思
想
統
制
の
廃
止
、
財

閥
枠
組
み
の
解
体
、
農
地
解
放
の
実
現
等
の
政
策
を

矢
継
ぎ
早
に
提
起
し
た
。
併
せ
て
、
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
期
に
外
務
大
臣
を
歴
任
し
た
の
ち
引
退
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
た
老
齢
の
幣
原
喜
重
郎
が
首
相
に
任

命
さ
れ
る
と
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
彼
に
対
し
て
帝
国
憲
法
の

改
正
を
指
示
し
、
幣
原
は
松
本
烝
治
国
務
大
臣
の
下

に「
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
」を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。

憲
法
改
正
案
の
作
成
過
程

松
本
委
員
会
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
基
本
構
造

を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
、
１
９
４
５
年
12

月
の
「
神
道
指
令
」
と
翌
46
年
元
旦
の
昭
和
天
皇
の

「
人
間
宣
言
」
を
踏
ま
え
、
３
条
の
「
天
皇
ハ
神
聖

ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
を
「
至
尊
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ

カ
ラ
ス
」
に
改
め
、
11
条
の
天
皇
の
統
帥
権
の
対
象

と
し
て
の「
陸
海
軍
」を「
軍
」に
改
め
、33
条
の「
貴

族
院
」
を
勅
選
ま
た
は
選
挙
に
よ
る
「
参
議
院
」
に

改
め
る
等
、
34
項
目
に
亘
る
「
憲
法
改
正
要
綱
」
を

秘
密
裏
に
取
り
ま
と
め
、
１
９
４
６
年
２
月
８
日
に

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、
実
は
２
月
１
日
に

毎
日
新
聞
が
松
本
委
員
会
内
部
で
並
行
審
議
さ
れ
て

い
た
３
案
の
一
つ
を
ス
ク
ー
プ
し
て
公
表
す
る
と
い

う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
こ
の
案
が

ポ
宣
言
の
要
請
に
添
わ
な
い
保
守
的
な
内
容
だ
と
判

断
し
、
日
本
政
府
案
を
修
正
す
る
方
針
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ

案
を
作
成
し
て
日
本
政
府
に
修
正
さ
せ
る
方
針
に
急

き
ょ
転
換
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

理
由
は
２
点
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、

天
皇
の
戦
争
責
任
を
追
及
す
べ
き
だ
と
す
る
ソ
連
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
代
表
を
含
む
極
東
委
員
会
が
、

前
年
８
月
末
か
ら
６
ヵ
月
後
と
な
る
２
月
末
以
降
、

日
本
占
領
の
責
任
主
体
と
な
る
日
程
が
差
し
迫
っ
て

い
た
こ
と
、
他
の
一
つ
は
、
日
本
国
内
の
各
政
党
や

民
間
に
お
い
て
ポ
宣
言
の
内
容
に
も
添
う
各
種
の
改

正
試
案
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
政
府
案
を
争
点
と
す

る
初
の
女
性
参
政
を
認
め
る
衆
議
院
総
選
挙
が
３
月

末
に
実
施
さ
れ
る
日
程
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
２
月
４
日
に
、
天
皇
を
存
置
す

る
こ
と
、
戦
争
を
放
棄
す
る
こ
と
、
貴
族
を
廃
止
す

こ
と
を
３
項
目
ノ
ー
ト
と
し
て
民
政
局
に
提
示
し
、

夜
に
日
を
次
ぐ
原
案
作
成
作
業
が
続
け
ら
れ
、
２
月

13
日
に
日
本
政
府
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

吉
田
茂
外
務
大
臣
と
松
本
烝
治
国
務
大
臣
に
92
ヵ

条
の
マ
草
案
を
手
交
し
た
際
の
民
政
局
長
の
発
言
公

式
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
天
皇
を
戦
犯

と
し
て
取
り
調
べ
る
べ
き
と
す
る
他
国
の
圧
力
か
ら

天
皇
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
敗
戦
国
日
本
が

世
界
に
対
し
て
恒
久
平
和
へ
の
精
神
的
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
と
る
機
会
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
、
日
本
の
諸
政
党
や
憲
法
研
究
会
等
民
間
の
憲
法

改
正
案
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
、
連
合
諸
国
が
日

本
国
民
の
た
め
に
要
求
し
て
い
る
基
本
的
自
由
を
こ

の
文
書
が
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
文
書

を
幣
原
内
閣
が
自
ら
の
案
と
し
て
国
民
に
提
示
し
な

い
な
ら
ば
こ
ち
ら
か
ら
日
本
国
民
に
提
示
す
る
つ
も

り
で
あ
る
こ
と
、
等
が
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
高
柳
ほ
か
編
著
『
日
本
国
憲
法
制
定
過
程
Ⅰ
』
３
２
７
頁

以
下
）。
松
本
大
臣
ら
は
動
揺
を
も
っ
て
こ
れ
を
受

け
止
め
て
お
り
、
こ
の
動
揺
こ
そ
が
「
押
し
つ
け
」

論
の
出
発
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
幣
原
内
閣
は
、
天
皇
の
存
置
と
戦
争
の

放
棄
を
不
可
分
一
体
と
判
断
し
、
２
月
後
半
に
か
け

て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
綿
密
な
や
り
取
り
を
続
け
、
一
院
制
を

二
院
制
に
戻
す
等
の
案
を
１
０
９
ヵ
条
に
ま
と
め
直

し
、
改
め
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
間
で
逐
条
審
議
を
行
な
っ

て
95
ヵ
条
の
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
３
月
６
日
案

と
し
て
新
聞
紙
上
で
公
表
し
た
。
新
聞
各
社
や
諸
政

党
が
驚
愕
を
も
っ
て
ほ
ぼ
全
面
的
に
こ
れ
を
評
価
し

た
こ
と
は
、
あ
れ
こ
れ
の
資
料
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ

る
。こ

の
要
綱
の
条
文
化
の
作
業
と
並
行
し
て
、「
路

傍
の
石
」
等
で
著
名
な
作
家
山
本
有
三
や
国
語
学
者

安
藤
正
次
ら
の
進
言
に
よ
り
、
漢
字
片
仮
名
文
の
口

語
化
作
業
も
進
め
ら
れ
、
政
府
は
初
の
女
性
参
政
の

下
で
の
定
数
４
６
６
の
衆
議
院
総
選
挙
を
４
月
10
日

に
実
施
し
、４
月
17
日
に
最
終
的
「
憲
法
改
正
草
案
」

１
０
０
ヵ
条
を
英
訳
と
共
に
公
表
し
た
。

そ
れ
が
翌
朝
の
新
聞
各
紙
に
報
道
さ
れ
た
が
、
朝

日
新
聞
は
、「
劃
期
の
憲
法
案
正
文
・
平
仮
名
で
口

語
体
・
民
主
日
本
の
性
格
を
示
す
」
と
の
見
出
し
を

付
し
て
い
る
。
諸
政
党
や
諸
新
聞
は
、
こ
の
政
府
案

に
押
し
つ
け
と
い
う
不
本
意
感
を
ま
っ
た
く
抱
い
て

い
な
い
。
５
月
27
日
付
毎
日
新
聞
に
よ
る
世
論
調
査

結
果
は
、
１
章
の
象
徴
天
皇
制
の
支
持
85
％
、
２
章
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の
戦
争
放
棄
の
支
持
70
％
と
い
う
デ
ー
タ
を
残
し
て

い
る
。

日
本
国
憲
法
案
の
審
議
過
程

衆
議
院
総
選
挙
後
の
４
月
22
日
に
幣
原
内
閣
が
総

辞
職
し
、
５
月
22
日
に
吉
田
茂
内
閣
が
成
立
し
、
枢

密
院
が
６
月
８
日
に
無
修
正
で
憲
法
改
正
案
を
可
決

し
た
こ
と
を
受
け
、
第
90
帝
国
議
会
が
６
月
20
日
に

召
集
さ
れ
、
初
の
女
性
議
員
39
名
や
共
産
党
議
員
５

名
を
含
む
衆
議
院
に
お
い
て
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。

こ
の
衆
議
院
お
よ
び
貴
族
院
に
お
け
る
自
由
な
審

議
に
よ
っ
て
、
前
文
の
全
４
段
お
よ
び
本
文
の
実
に

30
ヵ
条
以
上
に
文
言
修
正
が
施
さ
れ
た
と
い
う
事
実

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
６
条
２
項
、
10
条
、

15
条
３
項
、
17
条
、
25
条
１
項
、
30
条
、
40
条
、
59

条
２
項
、
66
条
２
項
、
98
条
２
項
の
追
加
と
旧
97
条

の
削
除
を
含
め
、
衆
貴
両
院
の
個
別
の
修
正
内
容
に

こ
こ
で
論
究
す
る
余
裕
は
な
い
が
、高
野
岩
三
郎（
統

計
学
者
。
社
会
運
動
家
）
ら
の
案
に
も
則
し
、
と
り
わ

け
前
文
と
１
条
に
国
民
主
権
原
理
が
明
定
さ
れ
、
17

条
に
国
家
賠
償
請

求
権
、
25
条
１
項

に
生
存
権
、
40
条

に
刑
事
補
償
請
求

権
が
新
た
に
追
加

さ
れ
た
こ
と
は
強

調
し
直
し
て
お
き

た
い
。
貴
族
院
で

の
さ
ら
な
る
修
正

が
改
め
て
衆
議
院

に
回
付
さ
れ
、
10
月
７
日
の
本
会
議
に
お
い
て
圧
倒

的
多
数
の
起
立
を
も
っ
て
す
べ
て
に
同
意
す
る
旨
が

確
認
さ
れ
、
吉
田
茂
首
相
が
「
本
案
ハ
三
箇
月
余
ニ

亘
リ
、
衆
議
院
及
ビ
貴
族
院
ノ
熱
心
慎
重
ナ
ル
審
議

ヲ
経
マ
シ
テ
、
適
切
ナ
ル
修
正
モ
加
ヘ
ラ
レ
、
茲
ニ

新
日
本
建
設
ノ
礎
タ
ル
ベ
キ
憲
法
改
正
案
ノ
確
定
ヲ

見
ル
ニ
至
リ
マ
シ
タ
コ
ト
ハ
、
国
民
諸
君
ト
共
ニ
洵

ニ
欣
ビ
ニ
堪
ヘ
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
（
拍
手
）」（
衆

議
院
議
事
速
記
録
54
号
）
と
挨
拶
し
た
、
と
い
う
事
実

も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
と
り
わ
け
９
条
に

関
し
、
１
９
４
６
年
６
月
26
日
の
衆
議
院
本
会
議
に

お
け
る
吉
田
茂
首
相
の
、
過
去
か
ら
未
来
を
展
望
す

る
次
の
答
弁
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、「
戰
爭
抛
棄
ニ
關
ス
ル
本
案
ノ
規
定

ハ
、
直
接
ニ
ハ
自
衛
權
ヲ
否
定
ハ
シ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ

ガ
、
第
九
條
第
二
項
ニ
於
テ
一
切
ノ
軍
備
ト
國
ノ
交

戰
權
ヲ
認
メ
ナ
イ
結
果
、
自
衛
權
ノ
發
動
ト
シ
テ
ノ

戰
爭
モ
、
又
交
戰
權
モ
抛
棄
シ
タ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、

從
來
近
年
ノ
戰
爭
ハ
多
ク
自
衛
權
ノ
名
ニ
於
テ
戰
ハ

レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
滿
洲
事
變
然
リ
、
大
東
亞
戰

爭
亦
然
リ
デ
ア
リ
マ
ス
、
…
…
我
ガ
國
ニ
於
テ
ハ
如

何
ナ
ル
名
義
ヲ
以
テ
シ
テ
モ
交
戰
權
ハ
先
ヅ
第
一
自

ラ
進
ン
デ
抛
棄
ス
ル
、
…
…
全
世
界
ノ
平
和
愛
好
國

ノ
先
頭
ニ
立
ツ
テ
、
世
界
ノ
平
和
確
立
ニ
貢
獻
ス
ル

決
意
ヲ
先
ヅ
此
ノ
憲
法
ニ
於
テ
表
明
シ
タ
イ
ト
思
フ

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」（
衆
議
院
議
事
速
記
録
６
号
）
と
。

吉
田
茂
首
相
が
、
講
和
条
約
の
成
立
に
よ
っ
て
再

独
立
を
獲
得
し
た
後
に
つ
い
て
も
憲
法
再
改
正
の
必

要
な
し
、
と
繰
り
返
し
内
外
に
明
ら
か
に
し
て
い
た

と
い
う
事
実
も
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

日
本
国
憲
法
施
行
直
後
の
１
９
４
７
年
８
月
２
日

発
行
の
文
部
省
作
成
中
学
校
社
会
科
教
科
書
『
あ
た

ら
し
い
憲
法
の
は
な
し
』
は
、
戦
力
不
保
持
を
定
め

た
９
条
に
関
し
て
、「
み
な
さ
ん
は
、
け
っ
し
て
心

ぼ
そ
く
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
、
正
し

い
こ
と
を
、
ほ
か
の
国
よ
り
さ
き
に
行
っ
た
の
で

す
」
と
書
い
て
い
た
が
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
直
前
の

１
９
５
０
年
４
月
か
ら
は
副
読
本
に
格
下
げ
さ
れ
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
お
よ
び
日
米
安
保
条

約
の
締
結
後
の
１
９
５
２
年
４
月
以
降
は
全
国
の
中

学
校
現
場
か
ら
完
全
に
姿
を
消
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
日
本
政
府
は
、
東
西
緊
張
の
高
ま
り
を
背
景
に
、

ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
政
財
界
の
要
請
を
も
受
け
て
大

き
く
右
旋
回
を
始
め
、
吉
田
茂
首
相
自
身
が
警
察
予

備
隊
創
設
以
降
い
わ
ば
憲
法
の
捻
じ
曲
げ
を
「
押
し

つ
け
」
ら
れ
始
め
た
と
い
っ
て
よ
い
。

上
述
の
と
お
り
、
日
本
国
憲
法
は
ポ
宣
言
を
前
提

と
す
る
世
界
憲
法
史
的
最
先
端
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草

案
を
、
日
本
政
府
も
あ
れ
こ
れ
修
正
し
、
女
性
議
員

を
含
む
全
国
民
の
代
表
が
十
分
に
審
議
修
正
し
て
成

立
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
広
く
国
民
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
旧
憲
法
信
奉
者
の
み
が
こ
れ
を
不
本
意

に
「
押
し
つ
け
」
と
受
け
止
め
続
け
、
安
倍
首
相
は

そ
の
立
場
に
与
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
と

な
る
。

（
よ
し
だ
・
え
い
じ
／
関
西
大
学
法
学
部
教
授
・
憲
法
担
当
、

九
条
の
会
お
お
さ
か
事
務
局
長
）

『あたらしい憲法のはなし』
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